
事業改善命令および業務改善勧告に対する報告について 

 

 このたび、お客さまの生命や財産をお預かりする航空運送事業者として、飲酒に係る問題で

航空利用者をはじめとした関係する皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと

を心よりお詫び申し上げます。 

飲酒に対する社会の関心が高まる中、不適切事案が発生していたにも関わらず、飲酒が運

航の安全に及ぼす影響を重大な問題と捉えずに、運航の安全に重大な影響を及ぼす運航乗務

員の編成を、会社として適切に判断しないまま安易に変更したこと、また、客室乗務員の業務

中の飲酒を繰り返し発生させてしまいました。 

当社として、これまでも安全最優先を掲げてきましたが、安全管理システムが機能せず、これ

らの事案を防ぐことができなかったことについて、経営としての責任を痛感しています。 

経営の強い意思とリーダーシップを持って、安全体制の再構築に取り組み、お客さまをはじ

め広く社会からの信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。 

 

事業改善命令に対する改善措置について 

1. 事実の要因および改善すべき点 

(1) 飲酒問題に係る要因と対策の概要 

飲酒問題を、安全問題として捉えず、運航乗務員個人の自己管理や規程遵守に

係るコンプライアンスの問題として捉え、組織的な対策を講じませんでした。 

背景には、乗務 12 時間前の規定を守り、過度な飲酒でなければ翌日の乗務には

影響することはない、また、過度な飲酒状態でアルコール検査をすり抜けて乗務す

ることはない、との思い込みがありました。 

国内空港では新型アルコール検知器の配備後にアルコール検知事案が発生して

いましたが、新型アルコール検知器の海外空港への配備を急がせることにはつなが

らず、JL44 便での不適切事案を未然に防ぐことができませんでした。 

上記を踏まえ、飲酒問題は安全問題であると認識したうえで以下の対策を行いま

す。 

 飲酒対策を組織的に管理する体制の構築 

 アルコール検査と運航乗務員への処分の強化 

 飲酒に関する不適切事案を未然に防止する仕組みの構築 

 運航乗務員に対する意識改革の早急な実施 

 全社員（JAL グループ全社員）に対する飲酒に関する安全意識の再徹底ならびに法令 

 および規程などの遵守に係る教育 

 

(2) 乗員編成の変更の判断が適切に行われていない要因と対策の概要 

運航の継続を重視し、安全運航を最優先とする意識が薄れていました。 

運航の継続可否を決定する局面において、現場ではお客さまを目の前にして運

航を完遂したいという思いが強く働き、安全最優先の判断を鈍らせる要因になります。

今回の不適切事案でもこのような思いが、副操縦士の拘束という事態に際して、安

全上重大な判断が会社として適切に行われないまま、現場で安易に乗員編成を変

更して運航を継続することにつながりました。 

安易な乗員編成の変更が安全に及ぼす影響と、安全運航を最優先する意識の重

要性を再認識し、以下の対策を行います。 

 予定された乗員編成の変更禁止 

 乗務割（乗員編成含む）変更の判断に係る規程の明確化 

 安全最優先の意識の再徹底 

2. 法 112 条に基づく事業改善命令を受けた対策 

(1) 飲酒対策の抜本的な再構築 

① 飲酒対策を組織的に管理する体制の構築 



 飲酒に関する不適切事案に係る情報収集、遅滞ない対策の実行、対策実施

状況の監視、および経営への報告を実施します。 

 カウンセリングなどにより個々の社員の飲酒問題の未然防止などを、体系的

かつ組織的に推進するため、安全統括管理者の責任と権限のもとで運営する

「アルコール対策特別委員会」を新設します。またその下部組織として、各本

部に「専門部会」を設置し、飲酒対策の実務を担います。 

② アルコール検査と運航乗務員への処分の強化 

アルコール検査の強化 

 乗務前の検査にて呼気中のアルコール濃度が 0.00mg/L を超える数値が表示

された場合には不合格とし、乗務停止します。 

 乗務後にもアルコール検査を実施します。（2019 年 3 月～） 

 全ての検知器を吹きこみ式に更新しました。（2018 年 11 月 26 日） 

 検査には第三者が立ち合い記録保管の運用を開始しました。（2018 年 12 月

11 日） 

 アルコール検査に係る規程を明確にしました。（2018 年 12 月 27 日） 

運航乗務員への処分の強化 

 運航乗務員としての資質に欠けると判断した場合には、乗務資格を所定の期

間停止します。また就業規則に懲戒の対象となることを明記し、懲戒委員会に

おいて処分を決定します。 

③ 飲酒に関する不適切事案を未然に防止する仕組みの構築 

 定期的に、関係部門がさまざまな視点（アルコール検査勤務変更勤務中

健康管理）から連携して評価、対応を検討することにより、対応の充実を図り

ます。必要と判断された場合には、面談やカウンセリングなどを行うことにより、

飲酒に起因する不適切事案の発生を未然に防止します。 

④ 運航乗務員に対する意識改革の早急な実施 

 教材を用いた自学習に加え、各職制乗務員のもと飲酒問題に関する直接対

話を実施します。 

⑤ 全社員（JAL グループ全社員）に対する飲酒に関する安全意識の再徹底ならび

に法令および規程などの遵守に係わる教育 

 自学習にて飲酒問題とアルコールに関する正確な知識を習得するとともに、

対話形式での意識確認と意見交換を行います。 

 飲酒と安全について社員として持つべき意識などの再徹底を実施します。 

 JAL グループ全社員にアルコール検知器を個人貸与し、飲酒による体内への

アルコール残量に対する認識および飲酒問題に関する当事者意識を喚起し

ます。 

⑥ 対策実施状況の監視 

 安全推進本部が、上記②から⑤の対策実施状況を確認し、改善状況を監視し

ます。 

 

(2) 乗員編成の変更禁止 

① 予定された乗員編成の変更禁止 

 規程の誤った解釈により、会社として適切に判断しないまま、現場判断で安易

に編成の変更が行われたことから、予定された乗務編成の変更を禁止し、規

程も改定しました。 

② 乗員編成以外の乗務割に係る権限の見直し 

 乗員編成の変更以外にも、現場判断で安易に変更が行われる余地がないか

見直しを行い、飛行勤務時間の延長に係る判断手順を明確にしました。 

③ 規程への反映 

 乗員編成の変更を禁止することについて運航規程などに反映しました。 

④ 安全最優先の意識の再徹底 



 

 

(3) 「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」中間とりまとめへの対応 

「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」における中間とりまとめ結果にて、全運

航乗務員を対象とした体内アルコール濃度の数値基準、アルコール検知器を使用し

た乗務前後の検査の義務付けなどの基準案が示されたことから、これらを参考に以

下の飲酒対策を実施します。 

① 運航に影響を及ぼすと認められる体内アルコール濃度の明確化 

② アルコール検査の義務化 

③ アルコール教育の徹底依存症対応 

 経営者を含む全関係社員への定期的なアルコール教育を義務化するとともに、

依存症社員などの早期発見や対応のための体制を整備します。 

④ アルコール不適切事案を航空局報告に追加 

⑤ 飲酒対策に係る体制の強化 

 安全管理規程を改定し、安全統括管理者の責務に飲酒対策を追加します。 

⑥ 操縦士の意識改革に向けた取り組み 

 全運航乗務員を対象に定期教育を実施し、意識確認や意見交換を実施しま

す。（2019 年 4 月～） 

⑦ 飲酒事案のフォーローアップ体制の構築 

 不適切事案についての原因究明、再発防止を図るとともに、アルコール検査

の記録、不適切事案の収集、分析および改善を図る仕組みを構築します。 

 

(4) 安全文化を支える企業風土の醸成に向けて 

今回の一連の不適切事案を受けた社内での検討を通じて、個人あるいは会社と

して問題に直面した際に、容易には解決できない問題や解決することで都合が悪く

なるような問題を、「範囲が限定されている」、「特殊、稀なケースである」などと理由

をつけて影響を過小評価することで、真剣に向き合うことを避けるといった企業風土

や、安全最優先が徹底されていないこと、前例踏襲や横並び意識などの課題もある

と強く認識しました。 

このような組織の本質的な課題に対して、社長を委員長として設置した社内検証

委員会にて、企業風土の改善に取り組みます。また、当委員会では、客観的な視点

も取り入れるため、安全アドバイザリーグループから助言を得て検討を進めます。 

 

3. 社内処分について 

 代表取締役会長   植木 義晴 ：月額報酬の 20%の減額を 2 カ月 

 代表取締役社長   赤坂 祐二 ：月額報酬の 40%の減額を 3 カ月 

 代表取締役副社長  藤田 直志 ：月額報酬の 20%の減額を 2 カ月 

 取締役専務執行役員運航本部長 進   俊則 ：月額報酬の 20%の減額を 2 カ月 

 執行役員日本エアコミューター社長 加藤 洋樹 ：月額報酬の 20%の減額を 1 カ月 

 執行役員客室本部長  安部 映里 ：月額報酬の 20%の減額を 1 カ月 

処分については 2 月分より実施 

 

業務改善勧告に対する措置について 

1. 事例の発生要因および改善すべき点 

これまで飲酒問題を安全問題として捉えず、客室乗務員個人の自己管理や規程順守に係

るコンプライアンスの問題として捉え、組織的な対策が講じられてこなかったことが要因と考え

ております。その結果、2017 年 11 月の当該客室乗務員による機内での飲酒事案および 2018

年5月の客室乗務員による機内での飲酒事案があったにも関わらず、原因究明と再発防止が

不十分であったことから、2018 年 12 月の JL786 便での不適切事案を未然に防ぐことができま



せんでした。 

 

上記を踏まえ、飲酒問題は安全問題であると認識した上で以下の対策を行います。 

 飲酒対策を組織的に管理する体制の構築 

 アルコール検査の強化 

 飲酒に関する不適切事案を未然に防止する仕組みの構築 

 客室乗務員に対する教育の実施 

 全社員に対する飲酒に関する安全意識の再徹底ならびに法令および規程などの遵

守に係る教育 

 

2. 対策 

(1) 飲酒対策を組織的に管理する体制の構築 

アルコール対策特別委員会および専門部会を新設します。 

（事業改善命令に対する改善措置と同様） 

 

(2) アルコール検査と処分の強化 

アルコール検査の強化 

アルコール検知器による検査において呼気中のアルコール濃度 0.00mg/L を超える数

値が表示された場合は乗務させないこととします。  

業務中の客室乗務員の相互確認において「酒精飲料、薬品」の影響が疑われる場合

は、会社に報告することを義務化します。 

航行中および全ての到着便（当日最終便）を対象とした乗務後のアルコール検査を実

施します。 

アルコール検査の実施にあたっては、検査の健全性を確保するため客室乗務員相互

で機器を換え 1 人 2 回確認を行い、検査後には記録を作成し保管します。 

処分の強化 

客室乗務員を含む全社員を対象とした就業規則に、酒精飲料の影響により運航に支

障を生じさせた場合、懲戒の対象となることを明記し懲戒委員会において処分を決定

します。 

 

(3) 飲酒に関する不適切事案を未然に防止する仕組みの構築 

① アルコール関連管理体制の構築 

客室本部内に新設する会議体でアルコールに起因する疾病や不適切事案があった客

室乗務員の情報を共有し、経過をフォローアップします。 

情報の取り扱いに十分配慮しつつ、健康管理部や産業医と連携して情報を共有し、必

要な対応を検討します。 

乗務経験のある産業カウンセラーによる相談対象に、アルコールに関する相談も加え、

積極的な活用を促進します。 

管理職1人あたりの客室乗務員配置数を削減し、配下の客室乗務員の状況について、 

よりきめ細かく把握できる体制を構築します。 

海外基地客室乗務員の職務役割を見直し、その職責をより明確にするとともに体系

的に管理できる組織体制を構築します。 

 

② アルコールに起因する疾病や不適切事案があった客室乗務員への対応 

システムによって申し送りしている事項にアルコールに係る情報を追加し、管理職が継

続的に状況把握可能な仕組みを構築します。 

アルコールに起因する疾病や不適切事案があった客室乗務員の情報を取り扱いに十

分配慮したうえで、業務上必要な範囲で管理職配下の先任客室乗務員にも共有し乗

務における体調を把握します。 



所属で把握したアルコールに起因する疾病や不適切事案があった客室乗務員につい

ては、情報の取り扱いに十分配慮したうえで、健康管理部にも情報を共有します。 

個人面談の場において、アルコールに起因する疾病や不適切事案について確認し、産

業医によるカウンセリングや外部専門医への受診の推奨などを行います。 

 

(4) 客室乗務員に対する教育の実施 

2019年4月より客室乗務員の初期および復帰訓練時、ならびに年に一度、全ての客室

乗務員を対象に「アルコールに関する安全意識」に係る教育を実施します。 

客室本部に所属する客室乗務管理職に対して、「メンタルヘルスセミナー」の受講を義

務付けます。 

 

（5）全社員に対する飲酒に関する安全意識の徹底ならびに法令および規程などの遵守に係

る教育 

自学習にて飲酒問題とアルコールに関する正確な知識を習得させるとともに、対話形

式での意識確認と意見交換を行います。 

飲酒と安全について社員として持つべき意識などの再徹底を実施します。 

全社員にアルコール検知器を個人貸与し、飲酒による体内へのアルコール残量に対す

る認識および飲酒問題に関する当事者意識を喚起します。 

   

（6）対策実施状況の監視 

（2）から（5）の対策については、安全推進本部が実施状況を確認し、不適切事項があ

ればアルコール対策特別委員会および専門部会に報告し改善状況を監視します。 

 

（7）当該客室乗務員への処分 

社内規定に則り、厳正に処分しました。 

 

2019 年 1 月 18 日 

 日本航空 

 


